
30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 5.1 武道場でのプログラム実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 5.2 スタッフ・インストラクターの控え室・用具置き場としてお借りした管理室 
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５．２ 評価 

（１）利用者アンケート調査結果 

 武道場のプログラムに参加された方 38 名にアンケートにご協力いただきました（延べ

利用者は 94 人ですが、リピーターも多いため、ほとんどの方にお答えいただけたのではな

いかと思われます。詳細は、参考資料として巻末に示します）。 

 

①利用者層 

 ＰＴＡの割合は 1 割程度と、テニスよりも少ない割合となりました。 

利用者の年代としては 50～60 代が 2/3 を占め、テニスコートよりもやや高くなりまし

た。これは、ウラスポのフィットネスプログラムの会員の年代分布に近く、そこからの口

コミで参加された方が多いことが関係しているものと思われます。 

 来校手段は、自転車が最も多く 6 割を占めました。 

  

②情報収集手段 

 「地域にポスティングした広報誌」からが約 5 割、次いで 3 割を「月刊うらすぽ」が占

めています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     図 5.1 武道場利用者層          図 5.2 情報入手手段 

 

 ③利用環境の評価 

 空調、トイレ、駐輪場について「良くなかった」とした方が他の項目よりも多くなりま

した。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.3 武道場利用環境の評価 

人 
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 ④今後の継続について 

 今後については、継続して利用できるようになるこ

とを望む方が 9 割を超えました。 

 

 ⑤各種のご意見 

 1)施設・設備について 

 駐輪場が離れていることや、施設の快適性が高くな

いことについてのご指摘がありました。 

                             

 2)広報・情報について 

 予定がわかるのが前月末では、スケジュールの確保が難しいことや、広報の方法として

自治会などへの協力を求めると良いといったご意見がありました。 

 

 3)プログラムについて 

 午前中のプログラムを増やしてほしいというご意見がありました。 

 

 4)学校施設の利用について 

 武道場に来るだけでも学校の様子を知る良い機会にもなることや、学校と地域の交流機

会が増えることについて、肯定的な意見が多くみられました。  

 

（２）全体評価 

 ①地域や生徒、学校運営への影響について 

⚫ 学校やクラブに地域からの苦情が寄せられることはありませんでした。 

⚫ 全体の 2 割程度しか地域利用に用いられなかったことからもわかるように学校側と

しては、授業やそのほか学内の利用ニーズとの調整が困難であったということでし

た。 

 

 ②利用環境について 

⚫ トイレが同じ建物の中にないことや、職員用トイレをお借りすることへの遠慮など

もあって評価は良くありませんでした。 

⚫ 冬季のために大型の石油ストーブを用意しましたが、コロナ対策のための換気も含

めて快適な環境とすることは難しかったようです。 

⚫ 多様な利用を想定すると、暗幕や大型の鏡の整備などが必要となります。 

⚫ 自転車で来校される方が多いことから、地域利用を推進する際には、校舎側敷地内

の駐輪スペースについて検討、整備が必要であると思います。（本事業では、武道場

を利用される方にも、テニスコートの臨時駐輪場を利用いただきましたが、評価は

高くありませんでした） 

 

③広報について 

⚫ 学区内にお住まいの方が多く、広報の範囲としては概ね適切であったと思います。 

図 5.4 継続希望 
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⚫ 武道場は月によって予定が変わることから、前月末の広報では予定が立てられない

という意見が多くあり、もっと早くするべきだと考えます。 

⚫ ＳＮＳ等による情報発信を主とすることで、ある程度の短期化を図ることは可能で

すが、広報手段を変えても情報の発信時期は、現状では変更できないことから、予

定の決定方法を変えなければ対応できない課題であると考えます。 

 

④運営・管理について 

⚫ 企画当初は、利用できる枠が多数あると考えられたことから、スタッフの常駐も想

定し、武道場の管理室をお借りして準備を進めてきましたが、実際の利用頻度が低

くなったことから、プログラム実施時のみクラブのスタッフが運営支援に伺うこと

が必要になりました。1 枠だけのためにスタッフを確保しなければならない場合や

連続していない枠では、その都度、スタッフが来校することになるなど、非効率な

運営となりました。 

⚫ 管理室にクラブ事務所の分室を置くことも検討しましたが、出入り口が室内側にし

かないために、学校側利用時には、スタッフの出入りができなくなってしまうため

常駐は困難であると判断しました。 

⚫ 前述のとおり、予定が一定しないためインストラクターの手配、スタッフの手配も

課題となりました。 

⚫ 市民への運動機会の提供といった点からは、利用予定が長期的（数カ月前）に確保

できなければ、利活用を進める上では難しいと考えます。 

 

 ⑤収支について 

⚫ 参加費ワンレッスン・ワンコイン（500 円）は、施設のサービス水準や、試行事業

であることも考慮して決めたものですが、民間で行われているフィットネスプログ

ラムの体験が 1,000 円程度で行われていることから妥当であると考えます。これを

もとに試算すると、最低でも 10 名の参加者がいなければ、直接の経費も不足する

ことがわかります。 

 

支出例）インストラクター謝金 4,000 円/回（業界の状況を参考に設定） 

    運営支援スタッフ   1,000 円/時（埼玉県最低賃金を参考に設定） 

       合計      1 回 5,000 円 

 

⚫ このほかにも広報や光熱費など種々の経費が掛かることから、1 回あたりの参加者

が平均して 12～13 名程度は必要になります（ウラスポフィットネスプログラムの

損益分岐点は約 14 名です）。参加料を高くすることは、現在の利用環境を考えると

難しいと考えられ、また、スケジュールの確定時期が遅いことなどから、コンスタ

ントに人数を集めることは難しいと思われます。 

⚫ また、運営スタッフの確保も難しくなります。 
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 ⑥「貸館」事業の可能性について 

⚫ 上記のように運営者側がプログラムを用意する方式と異なり、利用者（団体）が、自

由に使用する方式とすることで、経費支出を抑えることができます。 

⚫ 本太中学校の近隣に浦和駒場体育館（市施設、指定管理方式で運営）があります。

こちらの武道場の利用料金は、個人で 100 円/2 時間、占有する場合には、1,020 円

/2 時間ですので、この場合でも管理スタッフの人件費にも不足することが予想され

ます。 

⚫ スタッフが学校に常駐し、本来業務があり、その合間に受付と確認作業だけを行う

のであれば、このような運営方法とすることの可能性はありますが、単独の事業と

しては可能性がないものと考えます。 

 

 ⑦今後にむけて 

⚫ クラブ側、学校側ともに、現状では地域住民による授業時間中の武道場の活用を進

めることは難しいとの意見になりました。 
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６．利活用の促進にむけた検討 

６．１ 課題整理 

（１）当初設定課題について 

 当初設定した課題について、得られた結果を整理します。 

 特に大きな課題としては、授業等の利用頻度も低くない武道場の利用調整は、窓口とな

った教頭職にとって作業負担を生じるとともに、利用が制限されることで教職員の賛同も

得難い状況があったようです。 

 また、利用環境という点では、トイレやベンチなどの周辺設備・施設についても学校の

施設・設備は一般利用者にとっては質的に課題があることがわかりました。 

 

 表 6.1 課題と結果 

課題 結果 

学校側に新たな負担を生

じないようにする 

授業等で学校側が利用する武道場については、調整の負担

がありました。テニスコートについては、負担増はほとんど

ありませんでした。 

教職員や生徒に迷惑とな

らないようにする 

時間や動線を分けることや、駐輪場を分けることで課題を

クリアしましたが、時間の取り方に配慮することで、地域で

利用できる時間が少なくなりました、 

近隣に迷惑をかけない 特に問題となりませんでした。 

利用環境の改善 

（今回は冬季の暖房のみでしたが）空調があれば利用でき

ることは確認できました。 

しかし、空調以外にもトイレや駐輪場、ベンチなど種々の課

題があることがわかりました。 

一部の団体だけの利用と

ならないようにする 

広く地域に参加者を募ることで、多くの方々に利用しても

らえることがわかりました。 

教職員、ＰＴＡ、生徒の理

解醸成 

武道場の利用については課題が残った。テニスコートにつ

いてはほぼ理解が得られたものと考えられます。 

市民の理解醸成 
丁寧な説明をしていくことで理解が得られたものと考えら

れます。 

 

（２）継続にむけて生じた課題 

 学校側に負担を生じないようにするためには、民間事業者・市民団体のいずれかでも新

たな団体や協議会などの組織を作り、運営を行っていくことが必要です。 

 無償のボランティアスタッフが安定して集まる地域であれば運営スタッフの経費は生じ

ないが、安定した運営を行っていくためには、一定の収入を得て収支がとれる仕組みを構

築することが必要です。 

 このため、本事業の成果をもとに、収支の試算も行いましたが、安定した利用が見込め
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るテニスコートにおいても、一般の公営コートと同様の「面貸し」方式では収支がとれな

いことがわかりました。 

 このため、ある程度の収入を見込むことができる、教室運営などを行うとともに、管理

コストを抑制することが必要です。 

  

 ①テニスコートを恒常的に貸し出す仕組みの構築 

 市・教育委員会からは、施設の利用ニーズと活用上の課題が少ないことは理解できた

が、授業時間中の利用を制度化するまでには、行政内での検討が必要であるとの見解が

示されました。 

 さいたま市では、学校施設開放は「さいたま市学校体育施設の開放に関する要綱」お

よび「さいたま市学校体育施設開放事業実施要領」に定められていますが、ここでは平

日は夜間を基本としており、その時間においては学校開放運営委員会の管理下にあると

しています。 

このように、現状の学校施設開放は、平日の授業時間中の利用については想定されて

いません。校長判断による施設利用の許可では、持続的な仕組みにはならず、何らかの

制度化が必要となります。 

 

 ②地域の新たなスポーツ資源としての位置づけの整理 

 上記の仕組みづくりにおいては「学校体育施設を市のスポーツ振興の中でどのように

位置づけるか」の整理も必要と考えます。 

学校体育施設の開放がさらに進むことになると、ある意味新たな公共スポーツ施設が

生まれることとなります。 

 現在、さいたま市内の多くの公共スポーツ施設は団体への面貸し的な利用が多く、予

約システムによる抽選方式がとられています。 

 図には、市内の公共スポーツ施設の利用状況を示しますが、平日においても多くの施

設で 80～90％を超えており、「施設の予約が取れない」という意見をしばしば聞きます。 

 抽選倍率は平均でも 5 倍近いとも言われています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.1 さいたま市の公共スポーツ施設の利用状況 

（出典：さいたま市・スポーツ施設の整備・運営に関する指針） 
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 このような状況下では、生活の中にスポーツを行う時間を取り込むことが困難なこと

が、今回の武道場の試行でも示されました。 

ウラスポが県立浦和高校で行っている「星空スポーツ広場」においても対象者を隔週

などで割り当てると、それまで熱心に参加していた若者たちが、とたんに参加しなくな

っていくことを経験しています。これは、アルバイトなど他の用事をその時間帯に入れ

てしまうためですが、アルバイトなども隔週で都合よくはできない状況にあることが推

察されます。 

 スポーツを生活の中に取り込んでいく Sport in life を進めていくためには、決ま

った時間に同じ場所でできるような環境も増やしていくことも必要であると考えます。 

 また、既存の市のスポーツ施設は、指定管理制度をとり、民間事業者に管理料を支払

って運営されています。その一方で、学校施設の活用は、市の負担がないまま、地域の

クラブや協議会組織が一般市民のためのサービス提供をしていくことは、大きな矛盾を

抱えるものと思います。 

 これまでの学校施設開放の経緯なども踏まえつつ、近年特に大きな課題となっている

部活動に関する学校と地域との連携なども考慮し、学校体育施設の社会における位置づ

けについて整理し、理解醸成をはかっていくことが必要と考えます。 

 

③教室運営による収入確保における課題  

  収支検討で示したように、持続的な取組みとするためには、教室運営等による収入確

保が必要です。さいたま市では、公共施設を利用した参加費収入の徴収については、現

状では明確な決まりがありません。 

  国内の公共スポーツ施設では、営利事業（興行収入を得るイベントなど）では利用料

金を高く設定している例が少なくないと思いますが、 

  ・参加費やレッスン料を徴収している活動の扱い 

  ・運営団体の形態 

 などについては、明確に整理されている自治体はあまり無いのではと思われます。 

  公共性の高い学校を利用した活動で参加費を徴収するのであれば、何らかの決まりを

つくっていくことが必要と考えます。 

 

 ④運営コストの低減化 

  テニスコートの状態確認や参加者の管理のためには、現地にスタッフがいることが望

ましいと考えますが、そうすることで人件費が生じます。 

  また、予約のための仕組みも有料サイトを利用することで、コストが嵩むこともわか

りました。 

  これらのコストを低減していくことが課題となります。 
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６．２ 促進策の提案 

 これまで整理した課題を踏まえ、本太中学校の施設活用を促進するための方策について

提案します。 

  

本太中学校は、数年内に大規模改修（リフレッシュ）事業の計画があります。 

主には築年数が 50 年を迎える校舎と体育館が対象となると考えられますが、このよう

な大規模改修事業は数十年に一度のことであることを考えると、次の 50 年の利用を考え

た事業とすることが望まれます。 

 

（１）少子化・部活動地域連携・地域交流を見据えた学校整備 

 2022 年 12 月に国が示した「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する

総合的なガイドライン」を参考とし、中学生のスポーツ・文化活動の受け皿となる地域ク

ラブ活動の運営母体として、地域クラブの設置を見据えます。 

 ここでは、子ども達の活動を支援するとともに、卒業後も生涯をとおしてスポーツや文

化活動を続けられる環境を整えるため、大人の活動も行う組織とし学校を拠点として活動

していきます。 

 学校側の利用希望は地域クラブに伝え、地域クラブ側は学校の意向を最大限尊重しなが

らも効率的な施設活用・運営を担います。 

このためには、本事業の経験から、地域クラブの事務局は学校敷地内にあることで学校

との連携がスムーズになると同時に、施設利用時の管理コストを抑えることにつながりま

す。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）武道場の空き時間を効果的に活用していくために 

 武道場の利用が進まなかった要因は、授業等による利用が以前よりも増えていることで

すが、実際には一階の柔道場と二階の剣道場の両方を同時に利用していることは多くあり

ませんでした。 
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 ただし、管理室も含めて入口が一カ所に集中しているために、一室を利用している間に

はもう一室を利用しないようにしていました。 

また、武道場については、トイレがないことも課題となっていました。 

武道場以外に地域クラブの事務室が設置できるのであれば、武道場の管理室は通常の利

用頻度も低いことも勘案し、バリアフリー対応も考慮したトイレに改修し、出入り口を室

内とせず入口から直接アプローチできるようにすることを提案します。 

 また、２階の剣道場への出入り動線を増やすこと、冷暖房機器の設置などを提案します。 

 武道場の機能強化は、災害時の避難所としての機能強化につながります。特に、一階と

二階を別動線で利用できるようにすることで、感染症対応や、傷病者の分離などにも機能

することが期待できます。 

 

（３）（仮称）地域協働エリアの整備 

 前述のとおり、地域の利用や部活動の地域移行の受け皿が機能していくためには、学校

と連携しやすい環境を整えることが有効です。 

 事務所として利用できる部屋、トイレや更衣室なども備え、日常的に生徒が用いる出入

り口とは別の出入り口を備えた地域協働エリアを整備することを提案します。 

 部活動の地域移行に際しては、指導者の確保の関係から活動時間が夜になる可能性も高

いと思われます。 

 そのため、生徒の着替えや荷物の安全管理対策も必要になります。地域協働エリアの整

備は、生徒の活動の支援にも効果が期待できます。 

 

（４）駐輪場の整備 

 学内に整備する駐輪場では、地域活動による利用を想定した駐輪容量を確保することを

提案します・ 

 

（５）エリアマネジメントの考え方の導入 

 今回、武道場管理室を借りるために、行政財産目的外使用料を市に支払いました。 

今後、活用を促進するためには、運営母体となる組織が学校内の施設を占有等する場合

に使用料を取るのではなく、まちづくり等で行われているエリアマネジメントの仕組みを

参考として、運営母体が学校施設を活用して事業を展開し、その収益を運営経費に充当可

能とすることを提案します。 

この際、運営母体は、公益性・公共性を理解し、学校と連携した地域スポーツクラブ等

の運営にあたることを条件とすることを提案します。 
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７． まとめ 

（１）テニスコートの活用について 

⚫ 授業で利用することがなく、敷地も校舎と離れているテニスコートを、地域で利用

していくことには、大きな支障がないとことがわかりました。 

⚫ 地域での利用ニーズもあり、ある程度の工夫をすることで、学校や行政への新たな

負担を生じさせずに、学校に替わる運営組織として総合型地域スポーツクラブが受

け皿となることで、継続的な活用が可能になることが示されました。 

 

（２）武道場の活用について 

⚫ 授業やそのほかの学校行事においても利用することが増えている武道場については、

調整作業の負担増に加え、利用したい教職員からの理解を得ることが難しいことが

わかりました。 

⚫ また、学校内では屋内の広いスペースとして貴重な施設で、複数の学級が集まる必

要がある場合や、雨天時の体育授業など臨時的な需要も少なくないことがわかりま

した。 

⚫ このため現状では、武道場を地域で活用していくことは困難であると考えました。 

 

（３）学校施設の整備水準について 

⚫ スポーツ施設そのものだけではなく、トイレや更衣室、休憩のためのベンチなど、

利用環境の水準は低く、利用者からの評価は高くないことがわかりました。 

⚫ スポーツ実施率を高めていくためには、このような環境の改善も進めていくことが

必要と考えます。 

⚫ 災害時の避難拠点としても期待される施設であることから、今後の改修工事などに

あわせてグレードを高めていくべきだと考えます。 

 

（４）教職員の負担を増やさず地域による活用を進める仕組みについて 

⚫ 教職員の負担を増やさず、学校との連携・調整を円滑に進めるとともに、施設の状

態や利用者の管理を行うためには、運営母体の拠点は学内にあることが望ましいと

考えられました。 

⚫ また、収益性の高い事業を展開し、参加料を運営資金などに活用していくことが望

ましいと考えられました。 

 

（５）スポーツ庁事業で行った意義について 

⚫ これまで実施してきた中学校との連携は、顧問とクラブ、中学校とクラブの関係に

とどまっていました。今回、スポーツ庁事業として行うことで、市のスポーツ振興

課、教育委員会、（公財）スポーツ協会なども全体会議に参加し、取組みについて情

報を共有するとともに、それぞれの立場での意見や認識について相互理解を持つ機

会をつくれたことは大きな意義があったものと考えます。 

 





































5. コ ー チ ・ インストラクタ ー からのご意見

テニスコ ーチ9名、 フィットネスインストラクタ ー 6名からの意見は次のとおりです。

(1) テニスコ ー トの環境についての課題

課題として特に意見が多く出されたのは、 次のようなことでした。

・テニスコ ー トのサ ー フェイスの状態

・ベンチがないので、 参加者が休憩時間にくつろげない

・ トイレがない

・駐車場がない（指導者は荷物が多くなるため）

コ ー トの状態（サー フェス、．．．

休憩設備（ペンチ、 水道）が．．

トイレがない（遠い）

ポールなどの保管場所がない

駐輪場の場所が悪い

駐車場がない

特に問題なかった

1 (6.7%) 

1 (6.7%) 

(2) 武道場の環境についての課題

3 (20%) 

5(33.3%) 

5(33.3%) 

6(40%) 

課題として特に意見が多く出されたのは、 以下のようなことでした。

・ 空調

7 (46.7%) 

今回は主に冬季だったので暖房器具をいれたが、 石油ストー ブは臭いが気になる

感染予防対策として扉をあけておいたが、 場所によっては寒くなってしまう

・ トイレ

同じ建物に無いのは使いづらい

・駐車場

指導者は荷物が多くなるため車を使いたい（バランスボ ー ルなど）

空調

部屋のつくり（床、鏡、 遮光，，．

更衣室など

トイレ

出入り口（生徒と重なる）

駐輪場

駐車場 2 (13.3%) 

(3) 快適に安全に利用するための課題やご意見

● 荷物を置く為のベンチが欲しい

4 (26.7%) 

4 {26.7%) 

● 中学校なので、 安全面に問題は感じませんでした。

● やはりコ ー トのサ ー フェイスの状態が一 番気になった。

● 改修後のメンテナンス費用等の知識はありませんが、 現状のクレー コ ー トでは使用
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